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広報ひがしよどがわ
ひとと まちと “今日”が近づく
東淀川区キャラクター　「こぶしの みのりちゃん」

こぶしの みのりちゃん&住みます芸人 福人ふくんちゅのこれ、どう思う？
わたしたちの身近な相談相手「民生委員・児童委員」は区内で何人活動しているでしょうか？
答えは6月号または区公式YouTubeで!
ヒントは8面へ！



あなたに寄り添う 地域の相談相手
民生委員・児童委員
主任児童委員
5月12日は「民生委員・児童委員の日」
５月12日～18日は民生委員・児童委員強化週間

民生委員・児童委員キャラクターミンジー

家族の介護のこと相談にのってもらいました
健康や生活の不安だったこと、相談できました
福祉サービスのこと教えてもらって助かりました
子育ての悩みごと、いろいろ聞いてもらいました

（SDGsロゴ）
3．すべての人に健康と福祉を

詳しくは８面をご確認ください



5月号　目次
1　あなたに寄り添う 地域の相談相手　民生委員・児童委員、主任児童委員
2-4　東淀川区からの情報・お知らせ
5-7　大阪市民のみなさんへ
8　あなたに寄り添う 地域の相談相手　民生委員・児童委員、主任児童委員

東淀川区ホームページ　東淀川区役所　検索
大阪市LINE（ライン）　
X（旧Twitter）
YouTube（ユーチューブ）
Facebook（フェイスブック）

区の面積　13.27㎢
区の人口　178,366人　
区の世帯数　106,454世帯（令和8年4月１日現在推計）

発行
東淀川区役所
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2-1-4
区役所代表　電話　06-4809-9986　FAX　06-6327-1920
各記事についての問合せは、各問合せ先にお願いします。
区の花「こぶし」

■広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、東淀川区が推奨するものではありません。

開庁時間
［平日］ 9：00～17：30　
［金曜日］ 19：00まで延長（区役所出張所を除く一部窓口）［24日（日）］9：00〜17：30（区役所出張所を除く一部窓口）
※月曜日などの休み明けは混雑します。毎週金曜日の延長窓口などもご利用ください。
問合せ　総務 3階31番　 電話　06-4809-9625



【2面】
納期限のお知らせ
介護保険料、軽自動車税の納期限は６月1日（月）です。期限内納付にご協力お願いします。



《手続き》

後期高齢者医療制度の保険料率改定について
後期高齢者医療制度の保険料率が改定され、令和8年度より従来の医療分に加えて、子ども・子育て支援納付金分が保険料に加わります。令和８年度の保険料率は、医療分の被保険者均等割額が64,931円、所得割率が11.51％、賦課限度額が85万円となり、子ども・子育て支援納付金分の被保険者均等割額が1,373円、所得割率が0.24％、賦課限度額が2.1万円となります。
また、世帯の所得が一定基準以下の場合に適用される医療分の均等割額の軽減措置のうち７割軽減について、令和8年度は7.2割軽減となります。
なお、決定した保険料額については、７月にお知らせします。
問合せ　保険年金 1階6番　電話　06-4809-9956



大阪市国保被保険者の皆さんへ  令和８年度保健事業のお知らせ
大阪市国保では、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の予防に向け、40歳以上の方（年度内に40歳になる方を含む）を対象に、無料で受診できる「特定健診」を実施しています。対象となる方には、４月末頃に緑色の封筒で「受診券」を送付しています。
また、特定健診のほか、30歳以上の方を対象に「国保人間ドック」を実施しています。健診料は30～39歳の方が15,000円、40～74歳の方が10,000円、そのうち、年度内に40・45・50・55・60・65歳になる方は無料です。40歳以上の方が国保人間ドックを受診する場合は、特定健診の「受診券」が必要です。
そのほか、18歳以上の方を対象とした「国保プラス健診」を実施しています。特定健診の必須項目に胸部エックス線、心電図、貧血、視力、聴力などの項目を追加し、1,800円で受診することができます。
詳しくは「受診券」に同封の「国保健診ガイド」（区役所の窓口でも配布しています）、または大阪市HPをご確認ください。ご自身の健康管理のため、１年に１回健診を受けましょう。
問合せ　保険年金 1階6番　電話　06-4809-9956



マイナ保険証を使ってみませんか
マイナンバーカードを保険証として利用すると、次のようなメリットがあります。
●過去の診療・薬剤情報などに基づいた、より良い医療が受けられる
●高額な医療費が発生した場合でも、書類での事前申請や高額な立替払が不要になる
●救急現場で、救急搬送中の適切な応急措置や病院の選定に活用される

マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていないため、マイナンバー（12桁の番号）を知られただけでは悪用の心配はありません。医療機関への医療情報の提供についても、ご本人の同意が必要となっています。便利で安全なマイナ保険証への切り替えを、ぜひご検討ください。
※より詳しく知りたい方は、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
問合せ　マイナンバー総合フリーダイヤル　電話　０１２０-９５-０１７８
詳しくはこちら



《まちづくり・にぎわい》

5月１日～7日は「憲法週間」です
人権について考える機会にしましょう!
私たちは普段、お互いの人権を十分尊重しあえているでしょうか。日本国憲法の基本理念の一つに「基本的人権の尊重」があり、憲法第11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と明記されています。
ぜひこの憲法週間を機会に、基本的人権の大切さや、さまざまな人権問題について考えてみてください。
問合せ　地域 １階９番　電話　06-4809-9734



「令和８年経済センサス−活動調査」を実施します
事業所及び企業を対象に、６月１日現在で「令和８年経済センサス−活動調査」を全国一斉に実施します。本調査は、我が国の全ての事業所及び企業の経済活動を明らかにすることを目的としています。
４月に郵送したインターネット回答用書類により、まだご回答いただけていない事業所及び新たに把握した事業所に対して、顔写真付きの調査員証を携行した統計調査員が訪問、または郵送により調査票を配付します。調査へのご回答をお願いします。
回答方法は、インターネット、郵送のほか、ご記入いただいた紙の調査票を後日調査員にお渡しいただく方法があります。
調査結果は、産業振興や商店街の活性化など、さまざまな政策決定の基礎資料となり、私たちの暮らしをより良くするために活用されます。安全で便利なインターネット回答をぜひご利用ください。
問合せ　地域 １階９番　電話　06-4809-9826



淀川発見講座2026を開催します！
無料
要申込
淀川流域に関する環境・利水・治水が学べる講座です。受講すると川のボランティア「淀川かわづくりパートナー」への登録や「河川レンジャー」になるための養成講座受講資格が得られます。
日時　５月30日（土）9：30～18：00
場所　大阪市中央公会堂 大会議室
対象　18歳以上の方
申込　５月19日（火）までに河川レンジャーHPよりお申し込みください。
問合せ　河川レンジャー事務局　電話　072-861-6801
申込みはこちら



水環境について学ぼう!＜参加者募集＞
無料
要申込
淀川に住んでいる生き物の観察や淀川の水質調査、近年問題となっている海洋プラスチックごみのお話など、水環境についてみんなで勉強してみませんか？
日時　５月30日（土）11：00～12：30
場所　区民ホール（区役所 ３階）
対象　どなたでも（区内在住・在勤・在学の方優先）※小学生以下は保護者同伴
定員　70名
詳細はHP（大阪市 水環境 検索）でご確認のうえ、５月18日（月）必着でお申し込みください。申込多数の場合は抽選により参加者を決定し、申込結果は５月22日（金）までにメールもしくは電話にてご連絡します。
問合せ・申込　環境局環境管理課 水環境保全グループ　電話　06-６６１５-７９８４
（〒５５９-００３４ 住之江区南港北２-１-１０ ＡＴＣビルＯ’s棟南館５階）
詳しくはこちら



《子育て・教育》

離乳食講習会のご案内
無料
申込不要
管理栄養士が、離乳食のすすめ方（離乳初期～完了期）、離乳食の作り方などを紹介します。
日時　5月20日・6月17日・7月15日（水）１０：00～１１：３０（いずれも同じ内容）
場所　区役所 2階 集団検診室
対象　区内在住で生後8か月頃までの乳児の保護者※赤ちゃんと一緒、保護者の方のみのご参加、どちらでもかまいません。
持ち物　３か月児健診にて配付の「にこにこ～赤ちゃんのために～」(健診がまだの方は当日お貸しします)
問合せ　保健子育て 2階22番　電話　06-4809-9882



保健福祉センターで実施します
プレママパパのためのマタニティクラス（妊婦教室）
無料
要申込
３つのコースABCで開催します。日程についてはHPをご確認いただき、電話でお申し込みください。
内容
A　歯科衛生士・栄養士の話（妊婦歯科健診　無料）
B　保健師の話
C　助産師の話
いずれも13：30～15：30
持ち物　・母子健康手帳・筆記用具・冊子「わくわく」
日程はこちら

助産師による専門相談
無料
要申込
妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。
日時　5月13日（水）・25日(月)・27日(水)
13：30／14：00／14：30／15：00 の4枠（相談時間は30分間）

妊婦歯科健診
無料
要申込
日時　６月８日（月）13：30～13：45

問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968



《健 康》

こころの健康サポート情報
5/14～5/20はギャンブル等依存症問題啓発週間です
“毎回、やめようと思っているのに、気が付けばやり続けてしまう“それは「依存症」という「病気」かもしれません。ギャンブルをする人は誰でもギャンブル依存症になりえます。
区役所には精神保健福祉相談員や、精神科医(相談は予約制)がいます。ひとりで抱え込まず、また、ひとりで解決しようとせずにご相談ください。
【特徴的な症状】
●ギャンブルにのめり込む　●掛け金が増えていく
●やめようとしても自分の意思ではうまくいかない
●ギャンブルをしないと落ち着かない
●負けたお金をギャンブルで取り返そうとする
●嘘をついたり借金したりする
問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968
大阪市こころの健康センター 依存症相談専門回線　電話　06-6922-3475（平日9：00～17：30）
大阪依存症ほっとライン



5月の窓口混雑予想　5月7日（木）
区役所でお手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください!　



【3面】
５月７日（木）は東淀川区｢見まもるデー｣
地域の子どもは地域で守り、子どもが安心して暮らせるまちづくりを推進しましょう!



食育レシピ
免疫力アップ！春野菜編♪
春にんじんのしらすあえ
エネルギー48kcal（1人分）

【材料（2人分）】
にんじん　75ｇ（1/２本）
粒コーン缶　20ｇ
しらす　10ｇ
オリーブオイル　小さじ1
塩　少々

【作り方】
（1）にんじんはきれいに洗い、皮をむかずに千切りにし、塩をふりかける。
（2）粒コーン缶は水気を切る。
（3）耐熱皿に（1）（2）を入れ、電子レンジで1分加熱する。
（4）（3）の粗熱を取り、しらすとオリーブオイルを入れ混ぜあわせる。

春が旬のにんじんとしらすを使ったレシピです。にんじんの皮の部分に多く含まれるβ-カロテンは、皮膚や粘膜を強くし免疫力を高める働きがあり、油を使うと吸収率があがります。しらすにはカルシウムが豊富に含まれています。
電子レンジを使った簡単調理♪
ぜひ作ってみてください!

レシピ作成・調理
東淀川区食育推進ネットワーク委員会【社会福祉法人 大阪自彊館 メゾンリベルテ】

問合せ　保健子育て 2階22番　電話　06-4809-9882



健康掲示板
特定健康診査・後期高齢者医療健康診査
無料
予約不要
日時　（1）５月10日（日）（2）５月30日（土）　9：30～11：00
場所　（1）区民ホール（区役所 ３階）（2）区役所出張所
対象　国民健康保険の被保険者で40歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象の方
持ち物　受診券・マイナ保険証または資格確認書

結核健診
無料
予約不要
日時　５月11日（月）14：00～15：00　6月2日（火）10：00～11：00
場所　保健福祉センター（区役所 ２階）
対象　15歳以上の市民

各種がん検診
要予約
スマートフォンなどを利用した行政オンラインシステムからでも集団検診の予約が可能です。
オンラインでの予約には、事前登録が必要です。
詳しくはこちら

問合せ　保健子育て 2階22番　電話　06-4809-9882



保健師の健康一口メモ
元気で楽しく！ いきいき百歳体操♪
百歳体操は、おもりをつけて座って行う筋力づくり体操です。
いくつからでも体を動かすことで体力や筋力をつけることができます。区内でも地域の会館などで実施しています。初めての方でも簡単にできる体操です。一緒に取り組んでみませんか？

百歳体操のここがすごい！
●毎日やらなくていい!
筋肉は、動かしたら2～3日休ませます。休んでいる間に傷んだ筋肉が回復して、筋肉量が増加します。そのため、週1～2回が効果的です。
●自分の体力に合わせて体操できる!
手首・足首につけるおもりの重さは調節できるので、自分の体力に合わせることができます。
●身体にも心にも効果あり!
百歳体操を行っている方に、身体能力測定・アンケートを実施した結果、いずれの年代も筋力やバランス力の向上がみられました！
アンケートでは、「気持ちが明るくなった」といった気持ちの面の効果も60％以上の方が実感していました。
百歳体操の動画はこちら

体操の見学や参加、新しく立ち上げたい場合はお気軽にご相談ください。

問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968



衛生害虫に気を付けて！
衛生害虫とは蚊、ハエ、ゴキブリ、ダニ、シラミ、トコジラミ、ハチなど、病原体（ウイルス・細菌）を媒介したり、吸血・刺咬・毒性によって人や家畜に直接的な健康被害をもたらす昆虫やダニ類のことです。衛生害虫の防除は、（1）発生させない（環境改善）、（2）侵入させない（網戸など）、（3）殺虫する（駆除剤）の3つが基本ですが、衛生害虫の種類によって有効な対策が異なります。種類を見きわめてしっかり防除しましょう!
虫の種類がわからない場合はご連絡のうえご持参ください（一旦お預かりする場合や、お日にちをいただく場合もあります）。
※区役所では衛生害虫の駆除は行っていません。
問合せ　生活環境 2階23番　電話　06-4809-9973
衛生害虫に関する相談について



《安全まちづくり》

警察官をかたる電話に注意!
自宅の固定電話や携帯電話あてに、警察官を名乗り「あなたの口座が犯罪に使われている」「あなたの携帯電話が不正に契約された」などとさまざまな理由をつけて、「資産を保護する」、「口座を調査する」などといって、現金をだましとったり、振り込ませたりする詐欺の手口が増加しています。
警察官役の犯人は、「あなたは逮捕される」などと不安を煽ったり、偽の警察手帳や逮捕状を見せてくるケースもあります。
電話会社や総務省などを名乗り、「携帯電話の未納料金がある」などといった後に、警察官役に交代するケースや、SNS・ビデオ通話での連絡に移行するケースもあるので、注意が必要です。
問合せ　安全まちづくり １階８番　 電話　06-4809-9819
東淀川警察署 防犯保安係　電話　06-６３２５-１２３４



《施設からのお知らせ》

東淀川区民会館　電話　06-6379-0700（東淡路1-4-53）
ひがフェス2026
申込不要
東淀川複合施設及び隣接する総合福祉施設メゾンリベルテとの合同イベントです。
日時　5月17日（日）10：00～16：00
内容　無料スイミングレッスン、体力測定（体組成、動体視力測定）、映像レッスン、絵本の読み聞かせ、お譲り会、脳トレ運動会、中古おもちゃの販売、作品販売（編み物、さをり織など）、フィギュアの無料譲渡会（中学生以下対象）、子どもダンス発表会、リアルマジック、認知症サポーター養成講座、オカリナ演奏　など（内容は変更になる場合があります）
●東淀川区住みます芸人「福人」もイベントを盛り上げてくれます!
●キッチンカーも準備してます!
●スタンプラリーで景品GET!＆来場アンケートに答えるとBOXくじでキッチンカーで使えるチケットGET!
詳しくはこちら



淀川河川事務所管理課　電話　072-843-2861
堤防の刈草無償配布
無料
要申込
期間　５月～７月
場所　堤防周辺（要相談）
内容　淀川堤防の刈草の無償配布
対象　どなたでも（転売目的でない方に限る）
申込　6月15日（月）までにHPから受け取り申込書をダウンロードしてお申し込みください。
HPはこちら

河川愛護モニター募集
要申込
謝礼有
期間　令和8年７月～令和９年６月（１年間）
内容　淀川に行き、見たこと・感じたことを月１回以上レポート報告
対象　区内の淀川近辺在住の２０歳以上で、インターネット環境をお持ちの方
定員　若干名
謝礼　月4,500円程度
申込　５月３１日（日）までにHPからお申し込みください。
申込みはこちら



東淀川図書館　電話　06-6323-5476
赤ちゃんと楽しむおたのしみ会「ぴよぴよ」
無料
日時　5月13日（水）・27日（水）11：00～11：30
場所　東淀川図書館 多目的室
対象　乳幼児とその保護者
定員　20名（当日先着順）

「とことこ」のかみしばいの時間
無料
日時　5月16日（土）14：00～14：30
場所　東淀川図書館 多目的室
対象　子どもから大人まで
定員　 20名（当日先着順）



新聞未購読の方で広報紙の無料配送をご希望の場合は、広報 3階32番（電話　06-4809-9683）またはHPより申請してください。点字版・音声版もあります。
東淀川区　広報紙　検索



【4面】
東淀川区役所でフードドライブとごみ相談窓口を毎月第２火曜日に開設しています
［日時］５月12日（火）13：30～15：30　［場所］区役所 １階 エレベーター前
問合せ　東北環境事業センター　電話　06-6323-3511



淀川右岸水防事務組合　電話　06-6302-8721
受け継ぐ、守る、つなぐ～百年の学びを次の世代へ～
淀川右岸水防事務組合創立１００周年記念演習の開催
無料
淀川右岸水防事務組合は、6月21日に組合創立100周年を迎えます。これを記念し、これまで先人が培ってきた技術と精神を自ら確認し、高め、未来へ伝承することを目的に、水防演習を実施します。
日時　5月31日（日）14：00～16：00（展示・体験コーナーは16：30まで）
※雨天決行、大雨洪水警報発令時は中止。小雨でも、一部中止となる場合があります。
場所　淀川河川公園一津屋野草地区（鳥飼大橋下流）
演習内容　木流し工/張り布工/釜段工/月の輪工/改良積み土のう工　など
その他　防災車両展示、水中歩行体験、炊き出し体験（カレーライス先着400名）　など



東淀川消防署　電話　06-6320-0119
熱中症にご注意を！
熱中症とは、体の外に熱が出せなくなり、体内に熱がこもった状態で高温多湿な環境に長時間いることで起こります。

こんな症状の時は１１９番！！
●様子がいつもと違う
●体温が極端に高い
●汗が出過ぎる、またはまったく汗をかいていない
●手足がけいれんしている　など



《その他》

日曜法律相談
1組 30分以内　無料　要予約
日時　５月24日（日）13：00～17：00
場所　中央区役所（中央区久太郎町1-2-27）　住之江区役所（住之江区御崎3-1-17）
定員　各16組（先着順）
申込　５月15日（金）12：00～24日（日）10：00　電話　050-1808-6070（予約専用）（AI電話による自動案内。24時間受付。）

ナイター法律相談
1組 30分以内　無料　要予約
日時　5月21日（木）18：30～20：30
場所　北区民センター（北区扇町2-1-27）
定員　32組（先着順）
申込　4月10日（金）12：00～5月20日（水）17：00
※行政オンラインシステムで予約
※オンライン予約で定員に満たない場合は、相談日の18：00時点で来場している相談希望者で抽選を行います。抽選後に空きがある場合は、先着順に受け付けます（各枠の開始10分前締切）。
予約はこちら

問合せ　大阪市総合コールセンター　電話　06-4301-7285（年中無休  8：00～21：00）



J:COM出張スマホ講座
無料
要予約
日時　（文字入力編）5月28日（木）（文字入力が苦手な方向けのトレーニング講座）
（検索編）5月29日（金）（音声検索・目的地への行き方など）
【午前の部】10：00～12：00 【午後の部】14：00～16：00
場所　区役所 3階 301・302会議室
定員　各15名
申込　各講座1開庁日前まで電話にて受付
問合せ　総合企画 3階32番　電話　06-4809-9683



その問題、専門家が一緒に考えます！ 
専門家による各種相談日　5月1日〜6月30日
無料
秘密厳守
体調不良とお見受けされる場合は相談をお断りすることがあります。 
（区）区役所で実施　（00）1組あたりの時間（分）
（事前）事前予約制　（当日）当日予約制　（優先）事前予約優先



弁護士による法律相談 （1案件につき1人1回まで）
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約制
※予約・変更・キャンセルは相談日1週間前の正午から相談日当日の10：00まで専用電話で受付
相談日　5月7日(木)・14日(木)・21日(木)・28日(木)　　6月4日(木)・11日(木)・18日(木)・25日(木)　13：00～17：00
予約・電話・問合せ　専用電話（自動音声案内）　電話　050-1808-6070 
障がいなど身体的な理由で専用電話が利用できない方は事前に広聴相談 3階32番（電話　06-4809-9683）まで

税理士による税務相談
区役所で実施　1組 30分以内　当日予約制
※予約は当日朝9:00より電話にて受付
相談日　5月12日(火)・19日(火)・26日(火)　6月2日(火)・9日(火)・16日(火)・23日(火)・30日（火）13：00～16：00
予約・電話・問合せ　広聴相談 3階32番　電話　06-4809-9683

宅地建物取引士による不動産相談
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　5月13日（水）13：00～16：00
相談内容　賃貸・売買契約など不動産に関する相談
予約・電話・問合せ　全日本不動産協会大阪府本部　北支部 　電話　06-6373-1511（月～金10：00～16：00）

宅地建物取引士による不動産相談
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　6月12日（金）13：00～16：00
相談内容　賃貸・売買契約など不動産に関する相談
予約・電話・問合せ　大阪府宅地建物取引業協会　新大阪支部 　電話　06-6303-0676（月～金9：00～16：00）

行政書士による相談 
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　5月13日（水)　6月10日（水)　13：00～16：00
相談内容　官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談
予約・電話・問合せ　大阪府行政書士会（淀川支部）　電話　06-7739-8000（月～金10：00～16：00）

司法書士による相談
区役所で実施　1組 40分以内　事前予約優先
相談日　5月20日(水)　6月17日（水）　13：00～16：00
相談内容　簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理・不動産の名義変更などの相談
予約・電話・問合せ　大阪司法書士会北支部　電話　0120-676-888（月～金9：00～12：00/13：00～18：00）

社会保険労務士による相談
区役所で実施　1組 30分以内　予約不要
相談日　5月27日（水）　6月24日（水）　13：00～16：00
相談内容　年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談
予約・電話・問合せ　大阪府社会保険労務士会　電話　06-4800-8188（月～金9：00～17：30）

就労相談
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約制
相談日　5月13日(水)・27日(水)　6月10日(水)・24日(水)　9：15～12：15（9：15～11：45は予約不要）
相談内容　就労に関する情報提供・アドバイス・相談
予約・電話・問合せ　大阪市地域就労支援センター　電話　0120-939-783（月～金 10：00～17：00）

行政相談委員による行政相談
区役所で実施　予約不要
相談日　5月11日（月）　6月1日（月）　14：00～16：00（受付は15：30まで）
相談内容　国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談
予約・電話・問合せ　広聴相談 3階32番　電話　06-4809-9683

人権相談
事前予約制　
相談日　月～金　9：00～21：00　日・祝　9：00～17：30
※受付は終了時刻の30分前まで
※電話・FAX・メールでも相談可　※区役所での出張相談も可
予約・電話・問合せ　人権啓発・相談センター　電話　06-6532-7830　FAX　06-6531-0666　メール　7830@osaka-jinken.net

区役所の人権相談窓口
区役所で実施　予約不要
相談日　月～金　9：00～17：30　※祝･年末年始を除く
予約・電話・問合せ　地域 1階9番　電話　06-4809-9734　FAX　06-6327-1970

人権擁護委員による人権相談
予約不要
相談日　5月12日（火）　6月2日（火）13：00～15：30
場所　社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）
予約・電話・問合せ　大阪法務局大阪第一人権擁護委員協議会　電話　06-6942-1196　FAX　06-6942-1627

人権擁護委員による特設人権相談
予約不要
相談日　5月15日（金）13：30～16：00
場所　北区役所（北区扇町2-1-27）　浪速区役所（浪速区敷津東1-4-20）
予約・電話・問合せ　大阪法務局大阪第一人権擁護委員協議会　電話　06-6942-1196　FAX　06-6942-1627

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
予約不要
相談日　月～金 9：00～17：30 ※祝・年末年始を除く
予約・電話・問合せ　市民局人権企画課（市役所 4階）　電話　06-6208-7489　FAX　06-6202-7073

ひとり親家庭サポーターによる相談
区役所で実施　事前予約優先
相談日　火〜金 9：15～17：30
※祝・年末年始を除く
相談内容　就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談、離婚を考えている方、養育費に関する相談
予約・電話・問合せ　保健福祉 2階25番　電話　06-4809-9850

精神科医による精神保健福祉相談
区役所で実施　事前予約制
相談日
5月7日（木）10：00～・13日（水）13：30～・20日（水）10：00～・28日（木）13：30～
6月4日（木）10：00～・10日（水）13：30～・17日（水）10：00～・25日（木）13：30～
相談内容　こころの健康についての専門医による相談
予約・電話・問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968

コネクションズおおさかによる出張相談
区役所で実施　事前予約制
相談日　5月はありません／6月16日（火）14：00～17：00
相談内容　15～39歳までの自立に悩む若者またはその保護者からの相談
※予約は相談日前日の18：00まで電話またはFAX（相談希望日時・氏名・連絡先を記入）にて受付
予約・電話・問合せ　コネクションズおおさか　電話　06-6344-2660　FAX　06-6344-2677

防衛省自衛隊就職・進学出張相談
区役所で実施　予約不要
相談日　5月18日（月）10：00～15：00／ 6月はありません　
予約・電話・問合せ　自衛隊十三募集案内所　電話　06-6301-0488



【5面】
救急車を呼んだ方がいい？病院に行った方がいい？
迷った時は  救急安心センターおおさか　＃7119（24時間 365日） または 電話　06-6582-7119


市の制度や手続き、市のイベント情報に関するご案内などは大阪市総合コールセンターへ(年中無休　8：00～21：00)
電話　06-4301-7285
なにわコール　検索


【6面】
あなたのお仕事探しを全力でサポートします！
就職活動のご相談はハローワーク淀川へ　電話　06‐6302‐4771（代）
ハローワーク淀川　検索


移動図書館「まちかど号」　区内12か所を毎月1回ずつ巡回しています。　
問合せ　中央図書館自動車文庫　電話　06-6539-3305
東淀川区  自動車文庫　検索


【7面】
大阪市内全域路上喫煙禁止
路上喫煙をした場合、罰則として1,000円徴収されます。
問合せ　環境局 事業管理課　電話　06-6630-3228


ふれあい広場 障がい者自主製品物販
毎週月・金曜日（第５月曜日は除く）  11：00～14：00
場所　区役所 1階 エレベーター前
問合せ　高齢者・障がい者  2階27番　電話　06-4809-9857



【8面】
町会加入 遠くの親戚より、近くの町会 ～助け合い、つながりをつくります～
問合せ　地域 1階9番　電話　06-4809-9734
東淀川区　町会　検索



わたしたちのこと、知って 頼ってください！
民生委員・児童委員、主任児童委員
★「民生委員・児童委員」のことを「民生委員」と呼んで説明します。

一人暮らしの高齢の人や障がいのある人の家を訪問して声をかけたり、通学路で子どもたちの安全を見守ります

親子が遊べたり、高齢の人が集まって体操したり、おしゃべりできる場を、地域でまちの人と協力してつくっています

心配なことや悩みごとがある人の話を聞いて、一緒に考えたり、専門の人などにつなぎます

民生委員の活動内容は地域によってさまざま！あなたのまちの民生委員、ご存じですか？
民生委員は18歳からなることができるよ
区内では民生委員が220人、そのうち30人が主任児童委員として活動しているよ
民生委員は秘密を守ります安心して相談してください

東淀川区民生委員児童委員協議会
会長　姫野 千賀子（ひめの　ちかこ）さん
副会長　吉川 隆裕（よしかわ  たかひろ）さん
副会長　齋藤 俊文（さいとう   としふみ）さん

主任児童委員連絡会
代表幹事　村田 富蔵（むらた   とみぞう）さん


民生委員、主任児童委員は、どんなことをする人ですか？

吉川さん
私たち民生委員・児童委員は、地域住民の皆さんの身近な相談相手です。すべての民生委員は児童委員を兼ねており、子どもからお年寄りまで、幅広い世代の生活上の困りごとや心配ごとをお聞きし、必要な支援が受けられるよう関係機関に繋ぎます。非常勤の地方公務員として守秘義務を遵守したうえで、日頃から地域の皆さんとのコミュニケーションを大切に活動しています。

村田さん
区内各地域に2人ずつ配置されている主任児童委員は、子どもや子育てに関する相談や支援を専門に担当しています。子育てサロンの運営のお手伝いや、小中学校・幼稚園・保育所などとの情報共有や地域連携を通じて、虐待など子育てに不安を抱えている家庭がないかを見守り、必要であれば行政の支援に繋ぎます。ほかにも、妊娠・子育て中で不安だけど、引っ越してきたばかり、あるいは人付き合いが苦手で相談相手がいないなど、さまざまな状況で悩みを抱える方の支援に協力しています。

どんな活動をしているか教えてください

姫野さん
現在、活動のPRと安否の確認も兼ねて、災害時要援護者のお宅を訪問しています。社会福祉協議会の見守り相談室と連携して、災害・緊急時に身につける緊急カプセルとしてのポーチ「まもるくん」を配付。かかりつけ病院や緊急時連絡先などを入れて携帯できるセットです。平時からの備えを促すとともに、訪問をきっかけに繋がりを強化しています。

村田さん
主任児童委員も地域の幼稚園・小学校にPRチラシを配布し、より多くの方に「ひとりで悩まないで」「私たちに気軽に相談を」というメッセージが届くように発信しています。また日頃から、公園などで気になる親子がいないかなどを注視して見守っています。

吉川さん
私たちは4人とも活動歴20年以上。長く続けていると、地域の子どもたちが成人して「あの時、お世話になりました」と声をかけてくれることも。そんなときはこちらも嬉しいですし、また住民の皆さんにとっても地域で顔なじみの存在がいることは安心感に繋がると実感します。

齋藤さん
近年は特に認知症や福祉サービスなどに関する相談が増加しています。「最近、◯◯さんを見かけない」といった相談を受けて、地域包括支援センターや介護事業所、社会福祉協議会、区役所に繋いだり、時には救急車を呼んだ事例もありました。私たちも地域の一員として生活しながら常にアンテナを張り、「住民の安心のために」という思いで続けています。

区民の皆さんに、メッセージをお願いします

齋藤さん
まずお伝えしたいのは「気軽に何でも相談を」。とにかくこれに尽きます。どんな相談を受けられていますか？と聞かれるのですが、「生活に関することすべて」OKです。

村田さん
私は当時最年少の20代で委員になり、今年で活動25年目。若い頃から子育てサロンの立ち上げに携わる機会をいただき、多くのことを学ばせてもらいました。今後も地域へ貢献できれば本望です。子育てに関するお悩みは主任児童委員までご相談ください。

姫野さん
孤独・孤立は多様化しています。その中で、民生委員は地域住民の皆さんが孤独・孤立を感じられないよう、また、自分たちも人とのつながりを心がけながら、和気あいあいと地域で長く活動しています。そのつながりを活かし、 地域や行政と情報共有しながら、民生委員だけで抱え込まず、あくまでパイプ役としての役目を今後も担っていきたいと考えています。


民生委員の声をご紹介します

活動を通じて友だちが増えました!
「ありがとう」と言ってもらえた時はこちらもうれしくなります
だれかの役に立つというやりがいを感じています
地域の方々と仲良くなりお話をできるのが楽しいです
お宅を訪問した時に「来てくれてよかった」とってもらえてうれしかったです

民生委員・児童委員、主任児童委員についての問合せは区役所まで！
地域福祉相談 1階　電話　06-4809-9505
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